
新潟市難聴児補聴器給付事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度の難聴児に対し，言語の習得及び生

活や学習への適応の促進に寄与するため，補聴器を給付することについて必要な事項を定める。

 （対象者）

第２条 補聴器の給付対象となる者は，本市に住所を有するものであって，別表に定める要件を満たす難

聴児の保護者（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条に規定する保護者。以下「保護者」と

いう。）とする。ただし，当該難聴児の保護者又は当該難聴児の属する世帯の他の世帯員が，障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号。以下「施行

令」という。）第４３条の２第１項に規定する者に該当する場合であって，それらの者の所得が同条第２

項に定める基準以上であるときは支給の対象としない。

２ この要綱において「難聴児」とは，満１８歳未満の者をいう。

 （対象となる補聴器）

第３条 給付の対象となる補聴器は別表のとおりとする。

（給付の手続き）

第４条 保護者が用具の給付を受けようとする場合は，難聴児補聴器給付申請書（別記様式第１号）に新

潟市難聴児補聴器給付意見書（別記様式第２号），見積書を添付して市長に申請しなければならない。

２ 前項の意見書は，身体障害者福祉法（昭和３４年法律第２８３号）第１５条に規定する医師が作成し

たものとする。

３ 市長は，第１項の規定による申請があったときは，その内容を調査し，給付の必要があると認めた場

合は難聴児補聴器給付決定通知書（別記様式第３号）により，給付の必要が無いと認めた場合は難聴児

補聴器給付却下通知書（別記様式第４号）により，その結果を申請者に通知する。

４ 給付の決定があった場合は，納入業者に難聴児補聴器給付券（別記様式第５号）を送付する。

５ 再交付に係る申請については，前回の給付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則

として対象外とする。

ただし，当該期間を経過する前に，修理不能により用具の使用が困難となった場合や，成長に伴い用

具が合わなくなった場合は，この限りではない。

（補聴器の給付）

第５条 前条第３項の規定による給付の決定を受けた保護者（以下「受給者」という。）が，当該給付決定

に係る補聴器を購入するときは，購入に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。

（費用の負担）

第６条 前条に規定する直接業者に支払う額（以下「自己負担額」という。）は，別表の基準額の１００分

の１０とする。ただし，用具の購入に要する費用が別表の基準額より廉価なときは，その額の１００分

の１０を負担するものとする。

２ 自己負担額は，１円未満を切り捨てるものとする。

３ 購入に要する費用が別表の基準額を超える場合は，基準額を超える額についても支払わなければなら



ない。

４ 月額上限負担額は，施行令第４３条の３で定める額とする。

 （費用の請求）

第７条 補聴器を納入した業者は，用具の給付額から受給者が支払った額を控除した額を，難聴児補聴器

給付券を添付の上，市長に請求するものとする。

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは，その内容を審査し，適当と認めるときは，その請求

額を支払うものとする。

 （補聴器の管理等）

第８条 受給者および難聴児は，当該補聴器を給付目的に反して使用し，譲渡し，貸し付け，又は担保に

供してはならない。

２ 市長は，受給者が虚偽その他不正の手段により補聴器の給付決定を受けた場合は，第４条第３項の規

定による給付決定を取り消すとともに，すでに給付した補聴器があるときは給付に要した費用の全部又

は一部を還付させることができる。

第９条 この要綱に定めるもののほか給付に必要な事項は市長が別に定める。

   附 則

１ この要綱は、平成２２年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ 平成２２年３月３１日までの間，第６条により算定された自己負担額については，施行令第４３条の

３第１号に規定する者はその自己負担額の１００分の８０に相当する額を適用するものとし，また，施

行令第４３条の３第２号及び第３号に規定する者は，その自己負担額の１００分の７０に相当する額を

適用するものとし，それぞれ１円未満は切り捨てるものとする。

附 則

１ この要綱は平成２２年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 平成２３年３月３１日までの間，第６条により算定された利用者負担額及び月額上限負担額について，

施行令第４３条の３第１号に規定する者はそれぞれの額の１００分の８０に相当する額を適用するもの

とし，それぞれ１円未満は切り捨てるものとする。

附 則

１ この要綱は平成２３年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 平成２４年３月３１日までの間，第６条により算定された利用者負担額及び月額上限負担額について，

施行令第４３条の３第１号に規定する者はそれぞれの額の１００分の８０に相当する額を適用するもの

とし，それぞれ１円未満は切り捨てるものとする。



附 則

１ この要綱は平成２４年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 平成２５年３月３１日までの間，第６条により算定された利用者負担額及び月額上限負担額について，

施行令第４３条の３第１号に規定する者はそれぞれの額の１００分の８０に相当する額を適用するもの

とし，それぞれ１円未満は切り捨てるものとする。

附 則

１ この要綱は平成２５年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 平成２６年３月３１日までの間，第６条により算定された利用者負担額及び月額上限負担額について，

施行令第４３条の３第１号に規定する者はそれぞれの額の１００分の８０に相当する額を適用するもの

とし，それぞれ１円未満は切り捨てるものとする。

附 則

１ この要綱は平成２５年１１月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は平成２６年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 平成２７年３月３１日までの間，第６条により算定された利用者負担額及び月額上限負担額について，

施行令第４３条の３第１号に規定する者はそれぞれの額の１００分の８０に相当する額を適用するもの

とし，それぞれ１円未満は切り捨てるものとする。

附 則

１ この要綱は平成２７年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 平成２８年３月３１日までの間，第６条により算定された利用者負担額及び月額上限負担額について，

施行令第４３条の３第１号に規定する者はそれぞれの額の１００分の８０に相当する額を適用するもの

とし，それぞれ１円未満は切り捨てるものとする。

附 則

１ この要綱は平成２８年１月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は平成２８年４月１日から施行する。



 （経過措置）

２ 平成２９年３月３１日までの間，第６条により算定された利用者負担額及び月額上限負担額について，

施行令第４３条の３第１号に規定する者はそれぞれの額の１００分の８０に相当する額を適用するもの

とし，それぞれ１円未満は切り捨てるものとする。



別表（第３条関係）

種目 基準額・性能 耐用年数 支給の対象となる要件

補聴器

 基準額は補装具の種目，購

入又は修理に要する費用の

額の算定等に関する基準（平

成 18年厚生労働省告示第５
２８号）に定める補聴器（高

度難聴用耳かけ型）の価格に

相当する額とし，性能は当該

補聴器を基準とする

５年

 両耳の聴力レベルがそれ

ぞれ３０デシベル以上の難

聴児で，身体障害者手帳の

交付対象とならない難聴児

ただし，医師が装用の必

要を認めた場合は，３０デ

シベル未満についても対象

とする
イヤモール

ド

基準額は補装具の種目，購入

又は修理に要する費用の額

の算定等に関する基準（平成

18 年厚生労働省告示第５２
８号）に定めるイヤモールド

交換の価格に相当する額と

する


